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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

 
規

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
令
附
則
第
五
条
の
二
」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
十
号
の
二
及
び
様
式
第
四
十
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（1）　 平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



号外第26号　平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

様式第40号の２

 第　　　　　号　　

 　　　年　　月　　日　　

　　宮城県　　　　　　　　　　所長　殿

 市長村長　　　　　　　　　　�　

個人県民税払込通知書

　　　年　　月収入（　　　年度歳入）分を下記のとおり払い込んだので通知します。

　県民税払込額算出の内訳

払 込 年 月 日計重 加不 申 告過 小延 滞 金本 税区 分

現 年

今 回 払 込 額

滞 繰

0.当 該 年 度 特 定 あ ん 分 率

適 用 あ ん 分 率

0.当 該 年 度 確 定 あ ん 分 率

備 考

県 民 税

未 収 入 額

（４・５月末のみ）

個 人 県 民 税 相 当 額　　月　　日現在　　　県市町村民税収入済額

累 計本 月 分累 計本 月 分区 分

本 税

現
年
度
分

延 滞 金

本 税

平 成 19 年 度

以 降 に 課 し

た 個 人 県 民

税 の 徴 収 金

に 係 る も の
滞
納
繰
越
分

延 滞 金

本 税

平 成 18 年 度

ま で に 課 し

た 個 人 県 民

税 の 徴 収 金

に 係 る も の

延 滞 金



（3）　 平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

様式第40号の３

個人県民税払込精算書（　　　年度分）

 年　　月　　日　　

　　宮城県　　　　　　　　　　所長　殿

 市長村長　　　　　　　　　　�　

　宮城県県税条例第35条の規定に基づく同条例施行規則第23条の３の規定により下記のとおり報告します。

0.

３月31日現在の確定あん

分率（円位まで正しく計算

されるもの）　 �

 円県 民 税

３月31日現在の本年度の収入とな

るべき課税額

現年課税分

 円市 町 村 民 税

 円計

計（円）加算金（円）延滞金（円）本　税（円）区　　　　　分

３月31日現在の市町村及び県が収

入した県・市町村民税の合計額�

確定あん分率により県民税として

県に払い込むべき額（�×�）�

３月31日までに県民税として県に
払い込んだ額（県が徴収した県民
税の額を含む。） �

４月に払い込むべき額　（�－�）

0.

３月31日現在の確定あん

分率（円位まで正しく計算

されるもの）　 �

 円県 民 税

３月31日現在の調定額

滞納繰越分

 円市 町 村 民 税

 円計

計（円）加算金（円）延滞金（円）本　税（円）区　　　　　分

３月31日現在の市町村及び県が収

入した県・市町村民税の合計額�

確定あん分率により県民税として

県に払い込むべき額（�×�）�

３月31日までに県民税として県に
払い込んだ額（県が徴収した県民
税の額を含む。） �

４月に払い込むべき額　（�－�）



　

様
式
第
四
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第26号　平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）



（5）　 平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 
様
式
第
44号

個
人
県
民
税
徴
収
状
況
報
告
書
（
　
　
年
度
分
　
　
　
　
本
税
・
加
算
金
）

� 注 
　
１
　
本
税
及
び
各
種
加
算
金
別
に
作
成
す
る
こ
と
。

２
　
実
人
員
は
，
課
税
実
人
員
で
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
，
滞
納
繰
越
分
は
１
年
度
１
人
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
�
か
ら
�
ま
で
の
�
欄
及
び
�
欄
は
，
�
及
び
�
を
除
い
て
，
県
市
町
村
民
税
合
算
額
に
当
該
年
度
の
確

定
あ
ん
分
率
を
乗
じ
て
算
出
す
る
こ
と
。

４
　
県
民
税
払
込
額
（
� ア 
の
内
訳
）
欄
は
，
５
月
31日
現
在
又
は
３
月
31日
現
在
（
滞
納
繰
越
分
）
で
記
載
す

る
こ
と
。

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

 
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
宮
城
県
県
税
条
例
第
35条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

滞
納
繰
越
分
（
　
　
年
　
月
　
日
現
在
）

現
年
課
税
分
（
　
　
年
５
月
31日
現
在
）

区
分

県
民
税
額

 　
　
　
（
円
）

実
 人
 員

　
（
人
）

県
市
町
村
民
税

合
算
額
 （
円
）

 
Ｂ

県
民
税
額
　
　

 
（
円
）

実
 人
 員

　
（
人
）

県
市
町
村
民
税

合
算
額
 （
円
）

 
Ａ

県
民
税
額
　
　

 
（
円
）

実
 人
 員

　
（
人
）

県
市
町
村
民
税

合
算
額
 （
円
）

�
本

年
度

最
終

調
定

額
 

　
�

� ア 
� ア 

� ア 
本

年
度

中
収

入
済

額
 

　
�

過
誤

納
金

還
付

未
済

額
 

　
�

本
年

度
中

不
納

欠
損

額
 

　
�

地
方
税
法
第
18
条
該
当
　
�

不
納
欠
損

額
�
の
内

訳
　

地
方
税
法
第
15条
の
７
第
４
項
該

当
 

�

地
方
税
法
第
15条
の
７
第
５
項
該

当
 

�

�
�

収
入

未
済

額
 

（
�
－
�
＋
�
－
�
）　
�

財
産

差
押

額
 

　
�

収入未済額�の内訳

換
価

猶
予

額
 

　
�

滞
納

処
分

の
停

止
額

 
　
�

１
号
該
当

 
　
�

滞
納
処
分
の
停
止

 額
�
の

内
訳

 
　
�地
方
税
法
第
15条
の
７
�　

�第
１
項
　
　
　
　
　
　
�

２
号
該
当

 
　
�

３
号
該
当

 
　
�

徴
収

猶
予

額
 

　
�

徴
収

嘱
託

額
 

　
�

そ
の

他
 

　
�

払
込

済
額

県
民
税
払
込
額

（
�

の
内

訳
）

払
込

未
済

額

過
払

込
額

 
（
△
）

確
定
あ
ん
分
率
　
　
　
0.



　

様
式
第
四
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第26号　平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）



（7）　 平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

様式第46号

　　　　　　　　　　　　　　�　　　年　　　月から�
個人県民税徴収取扱費計算書　�　　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　　　�　　　年　　　月まで�

 年　　月　　日　　

　　宮城県　　　　　所長　殿

 市町村長　　　　　　　　　　�　

　宮城県県税条例第37条の規定により下記のとおり提出します。

取　　　　扱　　　　費�に乗ずる金
額 又 は 率
　 �

計 算 基 礎
　 �

区 分

（銭）（�×�）
 （円）

 円 人当該年度 �

賦課決定（既 
に 確 定 し た 
税 額 の 変 更 
に 係 る も の 
を 除 く 。） し 
た 個 人 県 民 
税 の 納 税 義 
務 者 数     

 4,000円 人
平成19年度及び20年度の
賦課取消分 �

過
年
度
賦
課　

取
消
分

 3,300円 人
平成21年度及び22年度の
賦課取消分 �

 3,000円 人
平成23年度以降の賦課取
消分 �

 人�－�－�－� �

あん分率 円 件
還付充当した個人県・市町村民税
に係る過誤納金額 �

あん分率 円 件�に係る還付加算金額 �

あん分率 円 件
法第321条第２項の規定による報
奨金額 �

法第47条第１項第５号に規定する
所得割額から控除できなかつた金
額 �

 円 通数個人県民税納税通知書等 �
平 成 18 年 度 
ま で に 賦 課 
決 定 を さ れ 
た も の　 　 ７／100 円

県に払い込んだ個人県民税に係る
徴収金の金額（本税・延滞金・加
算金の合計） �

合　　　計　　　額　�＋�＋�＋�＋�＋�＋� �

７月，10月，１月における各期別の交付額＝�／４

７月，10月，１月における各期別の交付額＝�／４（１円未満切捨）

　　　　月から　　　月までの交付済額（１円未満切捨） �

４月交付額（�－�，１円未満切捨） �

摘　要

（備考）この計算書は，４月から６月まで，４月から９月まで，４月から12月まで及び４月から翌年３月までの各期間の事実に基づ

き年４回提出すること。なお，７月提出分については�及び�，10月，１月提出分については⑯の記載を要しない。



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

号外第26号　平成25年３月30日　土曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）


